
学長候補者選考に係る意向調査の実施について（公示）

鳥取大学長選考等規則（以下「規則」という。）第 7条の規定に基づき，下記のとおり

公示します。

記

1 .意向調査を行う理由

学長の任期満了に伴い，規則第 3条第 1号の規定に基づく学長候補者の選考を行う

ため，規則第 5条第 5項の規定により意向調査を行うものである。

2.意向調査の日程

平成 30年8月 28日（火） 意向調査公示

投票資格者名簿縦覧開始（9月5日（水）まで）

9月 10日（月）～14日（金） 不在者投票

9月 18日（火） 意向調査（投票）（午前 9時開始，午後3時終了）

【投票所】 鳥取地区：事務局第 1会議室

米子地区：医学部会議室（2)

3.選考候補者の氏名及び略歴等

氏 J 名 略歴

中 島 庚光 別添略歴等調書のとおり

4.選考候補者の大学運営に係る構想

別添所信調書のとおり 1 今

5.所信表明演説会の日程等

日時平成30年 9月6日（木） 13時50分～

会 場 鳥取地区：工学部K棟講堂

米子地区：医学部臨床講義棟 431講義室（LAN中継）
対象者 学長選考会議委員及び教職員

その他 ・ 選考候補者への質疑応答の時間は設けない。

当日傍聴できなかった者のために，演説会の様子は録画し，後日

学長候補者選考情報（学内専用） WEBサイトにて視聴可能とする。

6.その他

(1）本日から 9月5日（水）まで，意向調査管理委員会が投票資格者名簿を縦覧します。

学長候補者選考情報（学内専用） WEBサイトに掲載しておりますので，投票資格者（※）

は必ず確認、をお願いします。

＜学長候補者選考情報（学内専用） WEBサイト URL>
(http://staff. adm. tottori-u. ac. jp/gs/gakuchousenkyo. html) 

※）投票資格者は、意向調査公示の日（8月 28日）に在職する次の常時勤務を要する役員及び職員

です。 （鳥取大学特命職員就業規則に定める特命職員及び鳥取大学医学部附属病院における特

定任期付職員の任期に関する規則に定める特定任期付職員を除く。）

職務

役

教

事

員：学長，理事，監事
員：教授，准教授，講師，助教，副校（園）長，教頭，主幹教諭
員：事務局長，部長，次長，課長，事務長，室長，副課長，

事務長補佐，副室長，専門職



施設系技術職員：部長，課長，室長，副課長，専門職

教育研究系技術職員：財布専門員

図書系事務職員：部長，課長，副課長

医療系技術職員：副薬剤部長，診療放射線技師長，副診療放射線技師長，

栄養管理室長，臨床検査技師長，副臨床検査技師長，療法士長，

臨床工学技士長

看 護 職 員：看護部長，副看護部長，看護師長

注）意向調査公示の日（8月 28日）に次のいずれかに該当する者は，投票資格を有しない。

＜休職者，停職者，育児休業者，介護休業者，自己啓発等休業者，配偶者同行休業者＞

(2) 意向調査の投票所は，投票資格者が勤務する地区の投票所とします。

(3) 投票用紙は，指定された投票所において，本人であることを確認の上でお渡ししま

すので，投票の際には，必ず本人であることを証する書類（職員証，運転免許証，共

済組合員証等）を持参してください。

(4) 規則第 6条第 2項に基づき，意向調査の当日（9月 18日（火））に投票することが

できない者は，不在者投票を行うことができます。

不在者投票についての詳細は，別添「不在者投票の実施について（通知）」をご確認

ください。

平成 30年 8月 28日

意向調査投票資格者各位


